
議第２２号 

職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例 

職員の服務の宣誓に関する条例（昭和２６年呉市条例第２１号）の一部を次のよ

うに改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に，下線で示

すように改正する。 

改正前 改正後 

（職員の服務の宣誓） （職員の服務の宣誓） 

第２条 新たに職員となつた者は，任命権者

又は任命権者の定める上級職員の面前に

おいて宣誓書（様式第１号，様式第２号，

及び様式第３号）に署名してからでなけれ

ばその職務を行つてはならない。但し緊急

事態のため必要な場合においては，宣誓を

行う前においても職員にその職務を行わ

せることができる。 

第２条 新たに職員となつた者は，任命権者

又は任命権者の定める上級職員の面前に

おいて宣誓書（様式第１号，様式第２号及

び様式第３号）に署名してからでなければ

その職務を行つてはならない。ただし，緊

急事態のため必要な場合においては，宣誓

を行う前においても職員にその職務を行

わせることができる。 

２ 地方公務員法第２２条の２第１項に規

定する会計年度任用職員の服務の宣誓に

ついては，前項の規定にかかわらず，任命

権者は，別段の定めをすることができる。 

様式第１号 様式第１号 

        宣 誓 書  （一般職員） 

 略 

                     

   昭和  年  月  日 

                 略    
 

        宣 誓 書  （一般職員） 

 略 

 

       年  月  日 

                 略    
 

様式第２号 様式第２号 

        宣 誓 書  （企業職員） 

 略 

 

   昭和  年  月  日 

                 略    
 

        宣 誓 書  （企業職員） 

 略 

 

       年  月  日 

                 略    
 

様式第３号 様式第３号 

        宣 誓 書  （消防職員） 

 略 

 

   昭和  年  月  日 

                 略    
 

        宣 誓 書  （消防職員） 

 略 

 

       年  月  日 

                 略    
 

     付 則 

 この条例は，令和２年４月１日から施行する。 



（提案理由） 

 会計年度任用職員制度の導入等に向けた所要の規定の整備をするため，この条例

案を提出する。 


